
(目  的)

第１条

(名  称)

第２条

第３条

(事  業)

第４条

(３）関係諸団体との連絡及び調整

(７）道路の整備等工業立地基盤整備の促進のための諸事業

(会  員)

第５条

(入  会)

第６条

(会　費)

第７条

(退　会)

第８条

本会は 「みなと工業会」と称する。 

本会は、事務所を横浜市中区内におく。

本会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。　

(１) 会員への情報提供及び経営、金融その他の相談　

(２) 関係官庁との情報及び意見の交換

(９) 経営、労働問題等に関する講演会、研究会の開催

(10) 会員間の受発注の斡旋

（３）特別会員　正会員又は賛助会員で当会の活動に尽力し、個人として引続
き当会の活動に賛同し入会したもの。

本会は、西区及び中区を中心とした工業、これに関連する産業を営む事業所が
互に連携を図り、これらの産業をめぐる諸問題に共同の力で対処し、もってそ
の存立基盤の強化を推進するとともに地域社会の発展に寄与することを目的
とする。

みなと工業会会則

(14) その他本会の目的を達成するために必要な事業　

(11) 会員への求人、求職情報の提供

(12) 会員間の親睦を図るための事業　　

(13) 地域社会との融和及び地域社会貢献に関する事業　

(４) 関係官庁への諸手続の代行　

(５) 関係官庁への陳情、提案等　

(６) 良好な生産環境を維持持及び保全するための諸事業　

(８) 会員、従業員等の福利厚生の充実を図るための諸事業　

第２章　　会　　員

本会の会員は、次のとおりとする。

（１）正会員　西区及び中区を中心とした工業、これに関連する産業等の事業
所を有する法人又は個人で本会の目的に賛同して入会したもの。

（２）賛助会員　西区及び中区を中心とした事業所を有する法人若しくは個人
又は団体で本会への賛助を目的として入会したもの。

(２）会員が１年以上会費を滞納した場合は退会とする。

会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受け
なければならない。

総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。 

会員を退会しようとするときは、退会届出書にその旨を記載し、会長に届け出
なければならない。

２．会費は別に定める会費規定による。

(事務所)

第１章　　総　　則



(役　員)

第９条

第１０条

第１１条

第１２条

第１３条

第１４条

第１５条

第１６条

第１７条

第１８条

４ 臨時総会は理事会が必要と認めたとき又は会員の５分の１以上から会議の
目的たる事項を示して請求があったときに、会長が招集し開催する。

(総会の議長)

(総会の議決事項)

(３) 役員の選任　

４ 会計は本会の経理に関する事務を処理する。　

５ 監事は財務の状況及び理事の会務の執行を監査する。　

(役員の任期)

第３章　役員等　

本会に、次の役員を置く。

(１)会　  長　１名

(２)副会長　６人以内　

(３)理 事 １５人以以上　３０人未満　

(４)監　事  ２名以内　

(役員の職務)

２ 副会長は会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠
けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代認し又は代行
する。

(役員の選任)

理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。

２ 会長、副会長及び会計は、理事の互選により定める。

３ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

３ 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。

会長は本会を代表し、会務を総理する。

役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合
の役員の任期は、前任者の残任期聞とする。

２ 役員は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その業務
を行わなければならない。

本会の事務を処理するために事務局を置く。

(事務局)

(顧問･相談役･参与)

本会に顧問、相談役及び参与をおくことができる。

２ 顧問、相談役及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

(総会の定足数)

(２) 事業計画及び収支予算 

総会は、会員の過半数の出席を持って成立する。

(１) 事業報告及び収支決算 

総会は、次の事項を議決する。　

総会の議長は、会長がこれにあたる。 

３ 事務局長その他の職員は会長が任免する。

第４章　会　　議

(総　会)

総会は正会員、賛助会員及び特別会員をもって構成する。　

２ 事務局には、事務局長その他の職員をおくことができる。

３ 通常総会は毎会計年度終了後２か月以内に、会長が召集し開催する。
２ 総会は通常総会及び臨時総会とする。



第１９条

第２０条

第２１条

第２２条

第２３条

第２４条

第２５条

第２６条

第２７条

第２８条

第２９条

３ 専門部会の設置は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

１．この会則は、昭和５８年１１月２１日から施行する。

２．本会の設立当初の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、設立の白か ら昭和
６０年３  月３１日までとする。

３．本会の設立当初の会計年度は、第27条の規定にかかわらず、設立の日から昭和５９
年３月３１日までとする。

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第６章　雑　　　則

(委　任)

この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。

第５章　会　　　　計

(会計年度)

会員は、やむを得ない理由のため総会に出席することができないときは他の会
員を代理人として表決を委任することができる。

２ 前項の場合において、表決を委任した会員は総会に出席したものとみなす。　

４. この会則は、平成２７年５月１４日から施行する。

(専門部会)

付　　　　　則

(理事会)

理事会は、理事をもって構成する。

２ 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の５分の１以上から会議の目
的 たる事項を示して請求があったときは、会長が招集し開催する。

(理事会の議長)

２ 専門部会は、委員若干人をもって構成する。 

本会の会計年度は、毎年４月１日～翌年３月３１日までとする。

(経　費)

会長は、第4条に規定する事業を推進するため、理事会の承認を得て専門部会
をおくことができる。

理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。 

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の定足数)

理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。

(理事会の議決事項)

２ 総会における表決権は、会員各一票とする。

(総会における代理表決等)

理事会は、次の事項を議決する。　

(１) 総会の議決した事項の執行に関すること　

(理事会の議決)　

(２) 総会に付議すべき事項　

 総会の議事は、会員の過半数の同意をもって決する。

(総会の議決)

(５) その他本会の運営に関し重要な事項　

(４) 会則の変更　

(３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項　



第１条

第２条

第３条

第４条

第５条

第６条

会費は、通常会費及び臨時会費の２種とする。

２．通常会費は、正会員が納入する正会員会費、賛助会員が納入する賛助会員会
費、特別会員が納入する特別会員会費とする。

(３) 指定金融機関　横浜銀行本店　　　　　　普通　　№　０３６１５６６

　　　　　　　　   横浜信用金庫本店営業部　普通　　№　０３０１３５７

みなと工業会　会費規定
(趣　旨)

この規定は、みなと工業会の会費の種類、額、納入、其の他会費に関し要な事
項を定めるものとする。

(会費の種類等)

１．この規定は、昭和５８年１１月２１日から施行する

２．この規定は、平成２７年５月１４日から施行する

３．臨時会費は、必要に応じ理事会の承認を得て会長が徴収する。

(通常会費の額)

前条第２項に規定する通常会費の額は、別表の通りとする。

(１）納入期限　　毎年　第１回(上半期)　　５月末日

(通常会費の納入)

通常会費の納入は、次によるものとする。

　　　　　　　　　　　 第２回(下半期)　１１月末日

(２) 銀行振り込み若しくは銀行自動振込み又は事務局直接払い。

                   口座名義人　　みなと工業会会長名

(既納会費の処理)

既納会費は、一切これを返還しないものとする。

(委　任)

この規定に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、会長が理
事会の承認を得て定める。

付　　　　則

(通常会費の納入)

通常会費の納入額は下記の別表の通りとする。

　９人以下 ２，０００円

会員の種類 従業員数 月    額

正会員

５０人以上９９人以下 ４，０００円

 １００人以上 ５，０００円

１０人以上２９人以下 ３，０００円

３０人以上４９人以下 ３，５００円

２．従業員は、毎年４月１日における在職従業員とする。

特別会員 ２，０００円

１．正会員会費の額の基礎となる従業員には、パートを含むものとする。

賛助会員 　　２，５００円以上


